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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】外部表示装置と通信を行って撮影画像を表示し
ながら、撮影を行う際に、撮影者にとって好適な画像デ
ータの通信、表示制御を行うことが可能な撮像装置、撮
影システム、撮像方法、およびプログラムを提供する。
【解決手段】撮像装置１００に設けられ画像を表示する
表示部１１０と、外部装置２００に設けられ画像を表示
する外部表示部２０３を有し、非拡大表示モードの場合
には、表示部１１０と外部表示部２０３に非拡大画像を
表示し（ａ）、静止画モードかつ拡大表示モードの場合
には表示部１１０と外部表示部２０３に拡大画像を表示
し（ｂ）、動画モードかつ拡大表示モードの場合には、
表示部１１０に拡大画像を表示し、外部表示部２０３に
非拡大画像を表示する（ｃ）。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部と、
　上記撮像部によって取得した撮像画像の一部を拡大し、拡大画像を生成する拡大処理部
と、
　画像を表示する表示部と、
　画像を外部装置に送信する送信部と、
　を備え、
　上記表示部は、上記拡大処理部によって生成された上記拡大画像を表示し、
　上記送信部は、上記拡大処理部によって拡大処理を行わない非拡大画像を送信する、
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　上記表示部に上記拡大画像と上記非拡大画像のいずれかを表示するかを制御する表示切
替部と、
　上記外部装置に、上記拡大画像と上記非拡大画像のいずれかを送信するかを制御する送
信切替部と、
　静止画撮影モードまたは動画撮影モードのいずれかを設定する撮影モード設定部と、
　を備え、
　上記送信切替部は、動画撮影モード設定時でかつ上記拡大画像を上記表示部に表示する
設定がなされている際には、上記非拡大画像データを上記送信部により送信し、
　静止画撮影モード設定時でかつ上記拡大画像を上記表示部に表示する際には、上記拡大
画像を上記送信部により送信するように制御する、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　上記送信切替部は、上記非拡大画像を上記表示部に表示する設定がされている際には、
上記非拡大画像を上記送信部により送信するように制御することを特徴とする請求項２に
記載の撮像装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の撮像装置と、上記外部装置からなり、
　上記外部装置は、
　上記送信部から送信された画像を受信する受信部と、
　上記受信部で受信した画像を表示する外部表示部と、
　を備え、
　上記外部表示部は、上記非拡大画像を表示することを特徴とする撮像システム。
【請求項５】
　請求項１の記載の撮像装置と、上記外部装置からなり、
　上記外部装置は、
　上記送信部から送信された画像を受信する受信部と、
　上記受信部で受信した画像を表示する外部表示部と、
　を備え、
　上記撮像装置が動画撮影モード設定でかつ上記拡大画像を上記表示部に表示する設定が
なされている際には、上記受信部で受信した上記非拡大画像を上記外部表示部で表示し、
　上記撮像装置が静止画撮影モード設定でかつ上記拡大画像を上記表示部に表示する設定
がなされている際には、上記受信部で受信した上記拡大画像を上記外部表示部で表示する
、
　ことを特徴とする撮像システム。
【請求項６】
　請求項１の記載の撮像装置と、上記外部装置からなり、
　上記外部装置は、
　上記送信部から送信された画像を受信する受信部と、



(3) JP 2017-191982 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

　上記受信部で受信した画像を表示する外部表示部と、
　を備え、
　上記撮像装置が上記非拡大画像を上記表示部に表示する設定がされている際には、上記
受信部で受信した上記非拡大画像を上記外部表示部で表示することを特徴とする撮像シス
テム。
【請求項７】
　請求項１の記載の撮像装置と、上記外部装置からなり、
　上記外部装置は上記送信部から送信された画像を受信する受信部と、
　上記受信部で受信した画像を記録する外部記録部と、
　を備え、
　上記外部記録部は、上記非拡大画像を記録することを特徴とする撮像システム。
【請求項８】
　撮像ステップと、
　撮像ステップで取得した撮像画像の一部を拡大し、拡大画像を生成する拡大処理ステッ
プと、
　画像を表示する表示ステップと、
　画像を外部装置に送信する送信ステップと、
　を有し、
　上記表示ステップで上記拡大画像を表示し、
　上記送信ステップで上記拡大処理ステップでの拡大処理を行わない非拡大画像を送信す
る、
　ことを特徴とする撮像方法。
【請求項９】
　上記送信ステップで送信された画像を受信する受信ステップと
　上記受信した画像を表示する外部表示ステップと、
　を更に有し、
　上記外部表示ステップは、上記受信ステップで受信した非拡大画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項８に記載の撮像方法。
【請求項１０】
　画像を表示する表示部と、外部装置に画像を送信する送信部を有する撮像装置における
撮像方法において、
　動画モードか静止画モードかを判定する第１判定ステップと、
　拡大表示モードか非拡大表示モードかを判定する第２判定ステップと、
　上記第１及び第２の判定ステップにおける判定の結果、上記動画モードかつ拡大表示モ
ードが設定されている場合には、上記表示部に拡大画像を表示し、上記外部装置に非拡大
画像を送信する表示ステップと、
　を有することを特徴とする撮像方法。
【請求項１１】
　撮像装置のコンピュータを実行するためのプログラムにおいて、
　撮像ステップと、
　撮像ステップで取得した撮像画像の一部を拡大し、拡大画像を生成する拡大処理ステッ
プと、
　画像を表示する表示ステップと、
　画像を外部装置に送信する送信ステップと、
　を有し、
　上記表示ステップで上記拡大画像を表示し、
　上記送信ステップで上記拡大処理ステップでの拡大処理を行わない非拡大画像を送信す
る、
　ことを上記コンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部装置と通信を行うことが可能な撮像装置、撮像システム、撮像方法、お
よびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラなどの撮像装置と液晶ディスプレイなどの外部表示装置との間で通信を
行い、撮像装置で撮影したライブビュー画像等を受信し、外部表示装置にライブビュー画
像等を表示させることが可能な撮像装置及び外部表示装置が市販されている。撮像装置は
小型化を実現するために、撮像装置本体に設置される表示装置である背面ディスプレイで
あるＴＦＴ（Thin Film Transistor）は小型で解像度が低いものが一般的に採用されてい
る。一方、外部表示装置は撮像装置の表示装置よりも大型かつ高解像度で視認性に優れた
ディスプレイを利用することができる。この外部表示装置を用いることにより、より高精
細なライブビューを確認しながら撮影を行うことができる。
【０００３】
　上述した撮像装置本体と外部表示装置を組み合わせた撮像システムでは、撮像装置の背
面ＴＦＴと外部表示装置の２つの表示装置にライブビュー画像を同時に表示することも可
能であり、撮像装置だけではできない撮影が可能となる。
【０００４】
　例えば、特許文献１の画像表示システムには、外部表示装置に表示するライブビュー画
像を、拡大、縮小する機能が開示されている。この画像表示システムは、外部表示装置に
拡大表示したライブビュー画像（以降拡大ライブビューと記載）を表示し、被写体（例え
ば人の顔）にピントがあっているかを精確に確認できる。同時に撮像装置の表示装置に拡
大表示をしないライブビュー画像（以降通常ライブビューと記載）を表示し、全体の構図
を確認しながら撮影することができる。また動画撮影時には、カメラを動かしながら撮影
を行うため、構図と同時に被写体（例えば人の顔）にピントが合っているかを確認できる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５６１８５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　外部表示装置にはＳＳＤ（Solid State Devise）などの高速なデータ記録が可能なメモ
リを搭載するものが市販されている。このようなメモリは、撮像装置本体に装填可能な記
録速度が低速なメモリ（ＳＤカード、コンパクトフラッシュ（登録商標）など）では記録
できないようなデータ容量の大きい例えばRAW動画データ（非圧縮の動画データ）を記録
することができる。この高速記録可能なメモリを備えた外部表示装置に動画記録を行う場
合は、撮影者が撮像装置本体に拡大表示の設定をしていても、外部表示装置では拡大を行
わない画像を観察すること望ましいが、特許文献１にはこのような制御については開示さ
れていない。すなわち、撮像装置本体と外部表示装置のそれぞれの表示部に撮影画像を表
示する際に、撮影者にとって好適な表示がなされていなかった。
【０００７】
　本発明は、このような事情を鑑みてなされたものであり、外部表示装置と通信を行って
撮影画像を表示しながら、撮影を行う際に、撮影者にとって好適な画像データの通信、表
示制御を行うことが可能な撮像装置、撮影システム、撮像方法、およびプログラムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記目的を達成するため第１の発明に係る撮像装置は、撮像部と、上記撮像部によって
取得した撮像画像の一部を拡大し、拡大画像を生成する拡大処理部と、画像を表示する表
示部と、画像を外部装置に送信する送信部と、を備え、上記表示部は、上記拡大処理部に
よって生成された上記拡大画像を表示し、上記送信部は、上記拡大処理部によって拡大処
理を行わない非拡大画像を送信する。
【０００９】
　第２の発明に係る撮像装置は、上記第１の発明において、上記表示部に上記拡大画像と
上記非拡大画像のいずれかを表示するかを制御する表示切替部と、上記外部装置に、上記
拡大画像と上記非拡大画像のいずれかを送信するかを制御する送信切替部と、静止画撮影
モードまたは動画撮影モードのいずれかを設定する撮影モード設定部と、を備え、上記送
信切替部は、動画撮影モード設定時でかつ上記拡大画像を上記表示部に表示する設定がな
されている際には、上記非拡大画像データを上記送信部により送信し、静止画撮影モード
設定時でかつ上記拡大画像を上記表示部に表示する際には、上記拡大画像を上記送信部に
より送信するように制御する。
　第３の発明に係る撮像装置は、上記第２の発明において、上記送信切替部は、上記非拡
大画像を上記表示部に表示する設定がされている際には、上記非拡大画像を上記送信部に
より送信するように制御する。
【００１０】
　第４の発明に係る撮像システムは、上記第１の発明に係る撮像装置と、上記外部装置か
らなり、上記外部装置は、上記送信部から送信された画像を受信する受信部と、上記受信
部で受信した画像を表示する外部表示部と、を備え、上記外部表示部は、上記非拡大画像
を表示する。
【００１１】
　第５の発明に係る撮像システムは、上記第１の発明に係る撮像装置と、上記外部装置か
らなり、上記外部装置は、上記送信部から送信された画像を受信する受信部と、上記受信
部で受信した画像を表示する外部表示部と、を備え、上記撮像装置が動画撮影モード設定
でかつ上記拡大画像を上記表示部に表示する設定がなされている際には、上記受信部で受
信した上記非拡大画像を上記外部表示部で表示し、上記撮像装置が静止画撮影モード設定
でかつ上記拡大画像を上記表示部に表示する設定がなされている際には、上記受信部で受
信した上記拡大画像を上記外部表示部で表示する。
【００１２】
　第６の発明に係る撮像システムは、上記第１の発明に係る撮像装置と、上記外部装置か
らなり、上記外部装置は、上記送信部から送信された画像を受信する受信部と、上記受信
部で受信した画像を表示する外部表示部と、を備え、上記撮像装置が上記非拡大画像を上
記表示部に表示する設定がされている際には、上記受信部で受信した上記非拡大画像を上
記外部表示部で表示する。
　第７の発明に係る撮像システムは、上記第１の発明に係る撮像装置と、上記外部装置か
らなり、上記外部装置は上記送信部から送信された画像を受信する受信部と、上記受信部
で受信した画像を記録する外部記録部と、を備え、上記外部記録部は、上記非拡大画像を
記録する。
【００１３】
　第８の発明に係る撮像方法は、撮像ステップと、撮像ステップで取得した撮像画像の一
部を拡大し、拡大画像を生成する拡大処理ステップと、画像を表示する表示ステップと、
画像を外部装置に送信する送信ステップと、を有し、上記表示ステップで上記拡大画像を
表示し、上記送信ステップで上記拡大処理ステップでの拡大処理を行わない非拡大画像を
送信する。
　第９の発明に係る撮像方法は、第８の発明において、上記送信ステップで送信された画
像を受信する受信ステップと、上記受信した画像を表示する外部表示ステップと、を更に
有し、上記外部表示ステップは、上記受信ステップで受信した非拡大画像を表示する。
【００１４】
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　第１０の発明に係る撮像方法は、画像を表示する表示部と、外部装置に画像を送信する
送信部を有する撮像装置における撮像方法において、動画モードか静止画モードかを判定
する第１判定ステップと、拡大表示モードか非拡大表示モードかを判定する第２判定ステ
ップと、上記第１及び第２の判定ステップにおける判定の結果、上記動画モードかつ拡大
表示モードが設定されている場合には、上記表示部に拡大画像を表示し、上記外部装置に
非拡大画像を送信する表示ステップと、を有する。
　第１１の発明に係るプログラムは、撮像装置のコンピュータを実行するためのプログラ
ムにおいて、撮像ステップと、撮像ステップで取得した撮像画像の一部を拡大し、拡大画
像を生成する拡大処理ステップと、画像を表示する表示ステップと、画像を外部装置に送
信する送信ステップと、を有し、上記表示ステップで上記拡大画像を表示し、上記送信ス
テップで上記拡大処理ステップでの拡大処理を行わない非拡大画像を送信する、ことを上
記コンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、外部表示装置と通信を行って撮影画像を表示しながら、撮影を行う際
に、撮影者にとって好適な画像データの通信、表示制御を行うことが可能な撮像装置、撮
影システム、撮像方法、およびプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係る撮像装置の主として電気的構成を示すブロック図で
ある。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態に係る外部表示装置の主として電気的構成を示すブロック
図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態に係る撮像装置および外部表示装置におけるライブビュー表
示の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態として撮像装置本体と外部表示装置を組み合わせた撮像装置
に適用した例について説明する。
【００１８】
　本実施形態に係る外部表示装置にはＳＳＤ（Solid State Devise）等の高速データ記録
が可能なメモリが搭載されており、また撮像装置本体には低速データ記録のメモリ（ＳＤ
カード、コンパクトフラッシュ（登録商標）など）が搭載されている。外部表示装置で動
画記録を行う場合、撮影者が撮像装置本体に拡大表示の設定をしていても、外部表示装置
には非拡大表示がなされる。
【００１９】
　また本実施形態においては、撮像装置の背面ＴＦＴには拡大ライブビュー画像を、また
外部表示装置には通常ライブビュー画像を表示する。すなわち、動画撮影を行う場合、撮
像装置の操作部に近い背面ＴＦＴに拡大ライブビュー表示を行う。撮影者は拡大ライブビ
ューを見ながら、拡大位置の変更やレンズ操作によるピント位置の調整などを行うことが
でき、より直感的に操作できる。つまり、本実施形態においては、拡大ライブビューを表
示しながら動画撮影を行う際には、背面ＴＦＴには拡大ライブビュー画像を表示し、外部
表示装置には拡大しない動画像を送信し、通常ライブビュー画像を表示している。
【００２０】
　図１Ａおよび図１Ｂを用いて、本実施形態に係る撮像装置１００および外部装置２００
の構成について説明する。本実施形態に係る撮像装置１００は、デジタルカメラ等を想定
している。この撮像装置１００は、レンズ１０１、撮像素子１０２、メモリ１０３、第1
画像処理部１０４、第２画像処理部１０５、第１切替部１０６、第２切替部１０７、記録
部１０８、送信部１０９、表示部１１０、操作部１１１、システム制御部１１２を有する
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。
【００２１】
　レンズ１０１は被写体像を結像する撮影用レンズであり、内部にレンズを光軸方向に駆
動する機構を備えており、ズーム倍率を変更したり、ピントの調整を行うことができる。
またレンズ１０１の内部には絞り機構が備えられており、撮像素子１０２に入射する光の
量を調整することができる。
【００２２】
　撮像素子１０２は、レンズ１０１の光軸上であって、被写体像が結像する位置付近に配
置されている。撮像素子１０２は、例えばベイヤ配列フィルターの単板式ＣＭＯＳイメー
ジセンサ、ＣＣＤイメージセンサ等のイメージセンサであって、受光した光学像を光電変
換し、この光電変換された信号は、画素信号として読み出される。なお、撮像素子１０２
の画素信号に対して、ＣＤＳなどノイズ低減やＡＤ変換、信号増幅などの処理を行っても
よい。この処理は、撮像素子内部に限らず、撮像素子の外部で行ってよい。撮像素子１０
２は、撮像部として機能する。
【００２３】
　メモリ１０３は、撮像素子１０２で読み出された画素信号や第１および第２画像処理部
１０４、１０５で処理された画像データを一時的に保存するもので、ＤＲＡＭ（Dynamic 
Random Access Memory）等の電気的に書き換え可能な揮発性メモリや、フラッシュメモリ
、プログラムＲＯＭ等の電気的に書き換え可能な不揮発性メモリなどである。メモリ１０
３には、画像データ以外にも、撮像装置の各種調整値や、システム制御部１１２内のＣＰ
Ｕ用のプログラム等が記憶されている。
【００２４】
　第１画像処理部１０４は、画像処理回路を有し、撮像素子１０１から読み出された画素
信号に基づく画像データに対して感度、シェーディング、ホワイトバランス、欠陥などの
各種補正処理やデモザイキング、色処理、階調補正など、撮像装置の設定に応じた基本的
な各種画像処理を行う。
【００２５】
　第２画像処理部１０５は、画像処理回路を有し、第１画像処理部１０４において処理さ
れた画像データに対して、切り出し、リサイズ処理などの処理を施し、拡大表示用の画像
（以後、「拡大画像」と称す）を生成する。拡大処理は撮像した全画角の画像（全画素）
データを使って行うため画質劣化が少ない。撮像装置１００から外部装置２００に送信さ
れた画像は、撮像した全画素情報から記録または表示に適したフォーマットにリサイズ変
換されており、変換後の画像に対して更に一部を拡大処理すると画質が劣化するが、撮像
装置１００内の第２画像処理部１０５で拡大処理を行うと、このような劣化を防止できる
。第２画像処理部１０５は、撮像部によって取得した撮像画像の一部を拡大し、拡大画像
を生成する拡大処理部として機能する。
【００２６】
　第１切替部１０６は、切り替え回路を有し、システム制御部１１２の指示に応じて、第
１画像処理部１０４の出力画像（非拡大画像）か、第２画像処理部で拡大処理を施された
画像（拡大画像）のいずれかを送信部１０９に出力する。第１切替部１０６は、外部装置
に、拡大画像と非拡大画像のいずれかを送信するかを制御する送信切替部として機能する
。
【００２７】
　また、この送信切替部は、動画撮影モード設定時でかつ拡大画像を表示部に表示する設
定がなされている際には、非拡大画像データを送信部により送信し（例えば、図２のＳ１
１Ｙｅｓ→Ｓ１２Ｙｅｓ→Ｓ１４参照）、静止画撮影モード設定時でかつ拡大画像を表示
部に表示する際には、拡大画像を送信部により送信するように制御する（例えば、図２の
Ｓ１１Ｎｏ→Ｓ１３Ｙｅｓ→Ｓ１５参照）。
【００２８】
　また、この送信切替部は、非拡大画像を表示部に表示する設定がされている際には、非
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拡大画像を送信部により送信するように制御する（例えば、図２のＳ１２Ｎｏ、Ｓ１３Ｎ
ｏ、Ｓ１６参照）。
【００２９】
　第２切替部１０７は、切り替え回路を有し、システム制御部１１２の指示に応じて、拡
大画像または非拡大画像のいずれかを表示部１１０に出力する。第２切替部１０７は、表
示部に拡大画像と非拡大画像のいずれかを表示するかを制御する表示切替部として機能す
る。
【００３０】
　記録部１０８は、ＳＤカードやコンパクトフラッシュ（登録商標）等、撮像装置１００
の本体に装填可能であると共に可搬性の半導体メモリであって、動画像データや、ＲＡＷ
データやＪＰＥＧ等の静止画データを記録する。また、記録部１０８は、ユーザー操作に
対応して、第１画像処理部１０４で処理した画像を記録に適した画像フォーマット（ＹＣ
４２０など）に変換し、圧縮処理（Ｈ．２６４など）し記録する。
【００３１】
　送信部１０９は、通信回路を有し、有線通信または無線通信で撮像装置１００と外部装
置２００との間で通信を行い、第１切替部より出力された画像データを外部装置２００に
送信する。例えば有線接続であればＨＤＭＩ（登録商標）やＵＳＢ、無線通信であればＷ
ｉｆｉ等で通信を行い、送信用の画像フォーマットに変換し、画像データを送信する。ま
た、動画撮影時の音声データも送信する。送信部１０９は、画像を外部装置に送信する送
信部として機能する。この送信部は、拡大処理部によって拡大処理を行わない非拡大画像
を送信する（例えば、図２のＳ１６、図３（ａ）参照）。
【００３２】
　表示部１１０は、撮像装置１００の背面等に設置された背面パネルや、接眼部を介して
観察可能な位置に配置されたＥＶＦ（電子ビューファインダ）である。表示部１１０は、
第１画像処理部１０４または第２画像処理部１０５によって処理された画像データに基づ
いてライブビュー画像や再生画像等を表示する。ＶＧＡ解像度の６０ｆｐｓやＸＧＡ解像
度の１２０ｆｐｓなど表示デバイスに適した画像フォーマット、フレームレートでライブ
ビュー表示を行う。表示部１１０は、画像を表示する表示部として機能する。この表示部
は、拡大処理部によって生成された拡大画像を表示する（例えば、図２のＳ１４、Ｓ１５
、図３（ｂ）（ｃ）参照）。
【００３３】
　操作部１１１は、撮像装置１００に備え付けられたスイッチ・ダイヤル類や背面パネル
に設けられたタッチパネル等を有し、撮影者の操作を受け付ける。例えば、表示部に拡大
表示を行わせるか、非拡大表示を行わせるかは、メニュー画面等において設定してもよく
、またスイッチやダイヤル等によって設定してもよい。また、操作部１１１の操作によっ
て、同様に、静止画モードまたは動画モードの設定も行う。操作部１１１は、静止画撮影
モードまたは動画撮影モードのいずれかを設定する撮影モード設定部として機能する。
【００３４】
　なお、図１に示す例では、操作部１１１は撮像装置１００に設けられているが、これに
限らず、例えば、リモートレリーズや、スマートフォン、タブレット端末などから、撮影
者の操作に関する情報を無線通信し、撮影者の操作を受け付けるようにしても勿論かまわ
ない。
【００３５】
　システム制御部１１２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）と、その周辺回路を有
し、メモリ１０３に記憶されたプログラムに従って、撮像装置１００全体の制御を行う。
【００３６】
　図１Ｂに示す外部装置２００は、撮像装置１００から送信された画像データを受信し、
記録や表示を行う。この外部装置２００は、外部受信部２０１、外部記録部２０２、外部
表示部２０３、外部操作部２０４を有する。
【００３７】
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　外部受信部２０１は、撮像装置１００と通信を行い、送信部１０９より送信された画像
データを受信する。外部受信部２０１は、送信部から送信された画像を受信する受信部と
して機能する。
【００３８】
　外部記録部２０２は、高速信号記録が可能なＨＤＤ（Hard Disk Drive）やＳＳＤ（Sli
d State Device）等のメモリを有し、外部受信部２０１で受信した画像を記録する。外部
表示部２０３には、撮像装置１００からの画像データに基づいて、拡大ライブビュー表示
または非拡大ライブビュー表示がなされる。一方、外部記録部２０２には、動画モード設
定時は、拡大表示モードとは係りなく、常に非拡大画像データが記録される。このため、
動画撮影時には、送信部１０９は、拡大表示用の画像データを送信する際に非拡大の画像
データを併せて送信する。外部記録部２０２は、受信部で受信した画像を記録する外部記
録部として機能する。この外部記録部は、非拡大画像を記録する。
【００３９】
　外部表示部２０３は、撮像装置１００の表示部１１０よりも大型で高精細（例えば１０
８０ＨＤ６０ｆｐｓ）の表示が可能なディスプレイ（液晶ディスプレイ等）であって、外
部受信部２０１で受信した画像データに基づく画像を表示する。外部操作部２０４はスイ
ッチ類、外部表示部２０３に併設されたタッチパネルなどであって、外部装置２００に対
する撮影者の操作を受け付ける。外部表示部２０３は、受信部で受信した画像を表示する
外部表示部として機能する。
【００４０】
　この外部表示部は、非拡大画像を表示する（例えば、図２のＳ１６、Ｓ１４、図３（ａ
）（ｃ）参照）。また、この外部表示部には、撮像装置が動画撮影モード設定でかつ拡大
画像を表示部に表示する設定がなされている際には、受信部で受信した非拡大画像を表示
する（例えば、図２のＳ１１Ｙｅｓ→Ｓ１２Ｙｅｓ→Ｓ１４、図３（ｃ）参照）。また、
この外部表示部には、撮像装置が静止画撮影モード設定でかつ拡大画像を表示部に表示す
る設定がなされている際には、受信部で受信した拡大画像を表示する（例えば、図２のＳ
１１Ｎｏ→Ｓ１３Ｙｅｓ→Ｓ１５、図３（ｂ）参照）。また、この外部表示部は、撮像装
置が非拡大画像を表示部に表示する設定がされている際には、受信部で受信した非拡大画
像を表示する（例えば、図２のＳ１２Ｎｏ、Ｓ１３Ｎｏ、Ｓ１６、図３（ａ）参照）。
【００４１】
　次に、図２に示すフローチャートを用いて、本実施形態における２画面表示動作につい
て説明する。このフローは、メモリ１０３に記憶されたプログラムに従って、システム制
御部１１２内のＣＰＵが実行する。
【００４２】
　図２に示す動作シーケンスは、撮像装置１００の電源が起動した状態で、撮像素子１０
２で読み出した画像が表示部１１０にライブビューが表示されている場合の動作を示して
いる。撮像装置１００と外部装置２００は、有線または無線通信によって接続しており、
表示部１１０及び外部表示部２０３の２つの画面にライブビュー画像の表示を開始した状
態からスタートする。
【００４３】
　図２に示すフローがスタートすると、まず、動画モードか否かを判定する（Ｓ１１）。
撮影者は事前に操作部１１１を介して、撮影モードを動画撮影モードにするか静止画撮影
モードにするかを選択し入力する。例えば、操作部１１１内にモードダイヤルなどを設け
ておき、撮影者はダイヤルを回転させることによりモードを選択する。このステップでは
、システム制御部１１２が、操作部１１１の操作状態に基づいて、選択されているモード
が動画モードか否かを検出する。
【００４４】
　ステップＳ１１における判定の結果、選択されたモードが静止画モードであって、動画
モードでなければ（Ｓ１１：Ｎｏ）、次に、拡大表示モードが設定されているか否かを判
定する（Ｓ１３）。ここでは、システム制御部１１２が、操作部１１１の操作状態に基づ
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いて、判定する。
【００４５】
　一方、ステップ１１における判定の結果、選択されたモードが動画モードの場合には、
ステップＳ１３と同様に、拡大表示モードが設定されているか否かを判定する（Ｓ１２）
。ここでは、システム制御部１１２が、操作部１１１の操作状態に基づいて、表示部１１
０に表示するライブビュー表示を拡大表示に設定しているか否かを検出する。
【００４６】
　ステップＳ１２における判定の結果、拡大表示モードが設定されていない場合には（Ｓ
１２：Ｎｏ）、またはステップＳ１３における判定の結果、拡大表示モードが設定されて
いない場合には（Ｓ１３：Ｎｏ）、表示部及び外部表示部は、非拡大画像を表示する（Ｓ
１６）。この判定条件を満たすのは、撮像装置１００は静止画モードと非拡大表示モード
が設定されている場合（Ｓ１１Ｎｏ→Ｓ１３Ｎｏ）か、または撮像装置１００は動画モー
ドと非拡大表示モードが設定されている場合（Ｓ１１Ｙｅｓ→Ｓ１２Ｎｏ）である。この
場合には、撮像装置１００内の表示部１１０に、第２切替部１０７を介して第１画像処理
部１０４が出力した非拡大画像を表示する。また、外部装置２００内の外部表示部２０３
に、第１切替部１０６を介して第１画像処理部１０４が出力した非拡大画像を送信部１０
９から送信し、外部受信部２０１が非拡大画像を受信して、この非拡大画像を表示する。
つまり、表示部１１０と外部表示部２０３の両方に非拡大画像の通常ライブビュー画像が
表示される。具体的には図３の（ａ）に示すように、表示部１１０及び外部表示部２００
に被写体の全体像が通常ライブビューとして表示される。
【００４７】
　ステップＳ１３における判定の結果、拡大表示モードが設定されている場合には、表示
部および外部表示部に拡大画像を表示する（Ｓ１５）。この判定条件を満たすのは、撮像
装置１００は静止画モードと拡大表示モードが設定されている場合（Ｓ１１Ｎｏ→Ｓ１３
Ｙｅｓ）である。この場合には、撮像装置１００内の表示部１１０に、第２切替部１０７
を介して第２画像処理部１０５が出力した拡大画像を表示する。また、外部装置２００内
の外部表示部２０３に、第１切替部１０６を介して第２画像処理部１０５が出力した拡大
画像を送信部１０９から送信し、外部受信部２０１が拡大画像を受信して、この拡大画像
を表示する。つまり、表示部１１０と外部表示部２０３の両方に拡大画像の通常ライブビ
ュー画像が表示される。具体的には図３の（ｂ）に示すように、表示部１１０及び外部表
示部２００に被写体の一部（顔）が拡大ライブビューとして表示される。
【００４８】
　ステップＳ１２における判定の結果、拡大表示モードが設定されている場合には、表示
部には拡大画像を表示し、外部表示部には非拡大画像を表示する（Ｓ１４）。この判定条
件を満たすのは、撮像装置１００は動画モードと拡大表示モードが設定されている場合（
Ｓ１１Ｙｅｓ→Ｓ１２Ｙｅｓ）である。この場合には、撮像装置１００内の表示部１１０
に、第２切替部１０７を介して第２画像処理部１０５が出力した拡大画像を表示する。ま
た、外部装置２００内の外部表示部２０３に、第１切替部１０６を介して第１画像処理部
１０４が出力した非拡大画像を送信部１０９から送信し、外部受信部２０１が非拡大画像
を受信して、この非拡大画像を表示する。つまり、表示部１１０には拡大ライブビュー画
像が表示され、外部表示部２０３には通常ライブビュー画像が表示される。
【００４９】
　具体的には図３（ｃ）に示すように、表示部１１０には一部拡大画像（顔）が拡大ライ
ブビューにより、外部表示部２０３には被写体の全体像が通常ライブビューにより表示さ
れる。なお、図３（ｃ）において、破線枠２０３ａは、撮像装置１００の表示部１１０に
拡大表示される部分を示している。これにより、表示部１１０で拡大表示されている部分
が、全体画像の中でどの位置にあるかを直感的に分かる。
【００５０】
　ステップＳ１４～Ｓ１６において、表示部１１０と外部表示部２０３にライブビュー画
像の表示を行うと、図２に示すフローを終了する。
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【００５１】
　次に、図３を用いて、本実施形態における撮像装置１００の表示部１１０と、外部装置
２００の外部表示部２０３における表示について説明する。
【００５２】
　図３（ａ）は、外部装置２００も撮像装置１００も全画角画像を表示する場合である。
この状態は、撮影モードによらず、起動時のデフォルト状態である。時々刻々と変化する
被写体に対して、ピントはＡＦなどカメラに任せ、ユーザーは画角合わせのみを行うのが
一般的である。撮影中のピント確認やピント合わせ操作をする際は、撮影モードによって
図３（ｂ）または（ｃ）の表示形態が好ましい。
【００５３】
　図３（ｂ）は、静止画モード時は、外部装置２００も撮像装置１００も一部拡大画像を
表示する場合である。静止画撮影時は、主要被写体に対してピントを精度良く合わせるの
が望ましい。拡大表示でピント合わせを行う場合は、被写体はほぼ止まっており、カメラ
ワークも固定していることが多い。ピント合わせに集中するには、ピント合わせ時は拡大
表示のみがあれば良い。カメラを三脚などに固定して、静止状態にある被写体にピントを
精度良く合わせることは、物撮りやスタジオでのリモート撮影が多く、この場合は外部表
示装置側で画像を確認して撮影するため、外部表示装置に拡大画像を表示することが好ま
しい。
【００５４】
　図３（ｃ）は、動画モード時は、外部装置は全画角画像を表示し、撮像装置は一部拡大
画像を表示する場合である。手持ち撮影時、撮像装置を保持し背面パネルのタッチ操作や
レンズ操作によりピント合わせを行うため、拡大表示は操作部に近い撮像装置側で行うこ
とはより直感的で好ましい。また、動画撮影中は時々刻々と変化する被写体に対してパン
などのゆっくりとしたカメラワークで撮影を行うことが多く、画角とピントの両方を同時
に確認できることが好ましい。動画撮影中は時々刻々と変化する被写体に対して常に精度
よくピントを合わせ続けるのは困難であり、まずはピントが外れた状態で長く撮影し続け
ることがないように確認したほうが好ましい。また、外部装置２００で動画を高画質に記
録したい場合、撮像装置１００の拡大処理有無によらず撮像装置１００から外部装置２０
０に全体画像が送信されることが好ましい。
【００５５】
　このように、本実施形態における撮像装置は、画像を表示する表示部と、外部装置に画
像を送信する送信部を有している。そして、動画モードか静止画モードかを判定する第１
判定ステップと（例えば、図２のＳ１１参照）、拡大表示モードか非拡大表示モードかを
判定する第２判定ステップ（例えば、図２のＳ１２、Ｓ１３）と、第１及び第２の判定ス
テップにおける判定の結果、動画モードかつ拡大表示モードが設定されている場合には、
表示部に拡大画像を表示し、外部装置に非拡大画像を送信する表示ステップ（例えば、図
２のＳ１４参照）。このため、外部表示装置と通信を行って撮影画像を表示しながら、撮
影を行う際に、撮影者にとって好適な画像データの通信、表示制御を行うことができる。
特に、本実施形態においては、動画／静止画モードと、拡大表示／非拡大表示モードの組
み合わせにおいて、最適な表示を行うことができる。
【００５６】
　また、本実施形態においては、動画撮影時に拡大ライブビューを表示しながら撮影を行
う際には、表示部１１０には拡大ライブビューを、外部表示装置２０３には通常ライブビ
ューを表示する（Ｓ１１Ｙｅｓ→Ｓ１２Ｙｅｓ→Ｓ１４参照）。また、静止画撮影時に拡
大ライブビューを表示しながら撮影を行う場合は、表示部１１０と外部表示装置２０３の
両方に拡大ライブビューを表示する（Ｓ１１Ｎｏ→Ｓ１３Ｙｅｓ→Ｓ１５参照）。また、
拡大ライブビューの表示設定が選択されていない場合は、表示部１１０と外部表示装置２
０３の両方に通常ライブビューを表示する（Ｓ１２Ｎｏ→Ｓ１６、またはＳ１３Ｎｏ→Ｓ
１６）。
【００５７】
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　また、本実施形態においては、動画撮影モードで撮影が開始された場合には、撮影者の
設定によって記録部１０８と外部記録部２０３のいずれかまたは両方に動画記録を行う。
記録部１０８がＳＤカード等の低速記録に対応したメモリであれば、第１画像処理部１０
４は通信速度に最適なデータ帯域（例えば１０ＭＢ／ｓ以下）に圧縮した画像を生成して
、画像データを記録部１０８に記録する。
【００５８】
　一方、外部記録部２０３がＳＳＤやＨＤＤのなどの高速信号記録に対応したメモリであ
れば、第１画像処理部１０４は高画質の画像（例えば３０ＭＢ／ｓを超えるビットレート
の動画や、非圧縮のＲＡＷ動画）を生成し、外部記録部２０２に記録する。各記録部に記
録する動画のデータ帯域は記録部の記録可能な帯域の範囲で変更できるようにしても構わ
ない。
【００５９】
　また、本実施形態は、動画撮影時は、撮影者は拡大ライブビュー画像を見ながら、拡大
位置の変更やレンズ操作によるピント位置の調整などを行うことができる。撮像装置１０
０の操作部に近い位置に表示部１１０（背面ＴＦＴ）を配置し、ライブビュー画像を表示
すれば、撮影者はより直感的に操作することができる。また、本実施形態では、外部装置
２００には、通常ライブビューを表示するようにしているので、ピント調整等と同時に撮
像装置１００を動かしながら構図の変化を確認して撮影することができる。つまり、撮影
者は、撮像装置１００の表示部１１０に表示された拡大ライブビュー画像でピント合わせ
を行い、外部装置２００の表示部２０３に表示された通常ライブビュー画像で構図の確認
をすることが多いことから、本実施形態に係る撮像装置によって、動画撮影に好適なライ
ブビュー表示を行うことができる。
【００６０】
　また、静止画撮影時は、動画撮影時とは異なり、撮像装置を動かして構図を決めた後に
、撮像装置を静止してピント位置を厳密に調整して撮影するのが一般的であり、ピント調
整を行う際には、拡大表示のみを行えば良い。また撮像装置を三脚などに固定して静止物
の写真を撮影する際やスタジオでの写真撮影の際には、外部装置のライブビュー画像を確
認してピント合わせを厳密に行うことがある。このような場合に撮影者は好きな方の画面
を確認しながらピント合わせに集中することができる。
【００６１】
　また、拡大ライブビューが設定されていない場合や、ＡＦ（オートフォーカス）に設定
し、撮像装置でピントの自動調整を行ない拡大表示が不要な場合は、動画撮影でも静止画
撮影でも全体の構図を確認しながら撮影できる。このように、本実施形態においては、撮
影者が設定した撮影モード、拡大表示の設定に連動して最適な表示に切り替えることが可
能となる。
【００６２】
　また、本実施形態においては、動画撮影時に最適な２画面表示を行うことが可能になる
。さらに撮影モード、拡大表示設定に応じて、２画面の表示設定が自動で切り替わるため
、撮影者は設定を変更する度に撮像装置の表示部、外部表示の表示部の設定を変更する必
要がなくなり、使い勝手が向上する。
【００６３】
　さらに、動画撮影時には、撮像装置、外部装置それぞれの記録部に適したデータ帯域で
の動画記録が可能となる。拡大ライブビュー表示の設定、未設定に関わらず、非拡大画像
を外部記録部に送信することができ、撮像装置の記録部では記録できない高速大容量の動
画データを記録することができるようになる。
【００６４】
　なお、本実施形態においては、外部装置２００は、外部記録部２０２を備えていたが、
これを省略しても勿論かまわない。この場合でも、外部表示部２０３を備えておくことに
より、最適な表示の組み合わせを行うことができる。また、送信部１０９は、第１切替部
１０６からの出力に応じて、拡大画像または非拡大画像を送信していたが、これに限らず
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画像か非拡大画像）の情報を送信し、外部装置２００において、受信した情報に基づいて
、拡大画像を表示する場合には拡大画像を生成し、表示するようにしてもよい。但し、こ
の場合には、拡大表示の画像が本実施形態に比較して劣化する。
【００６５】
　また、本実施形態においては、第１画像処理部１０４、第２画像処理部１０５、第１切
替部１０６、第２切替部１０７等を、システム制御部１１２とは別体の構成とした。しか
し、各部の全部または一部をソフトウエアで構成し、システム制御部１１２内のＣＰＵに
よって実行するようにしても勿論かまわない。また、外部装置２００内の各部は、ハード
ウエア回路や部品単体の他、ＣＰＵとプログラムによってソフトウエア的に構成してもよ
く、またＤＳＰ（Digital Signal Processor）を利用して構成してもよい。これらは適宜
組み合わせてもよいことは勿論である。また、撮像装置１００や外部装置２００内の機能
は、ヴェリログ（Verilog）によって記述されたプログラム言語に基づいて生成されたゲ
ート回路等のハードウエア構成でもよく、またＤＳＰ（Digital Signal Processor）等の
ソフトを利用したハードウエア構成を利用してもよい。これらは適宜組み合わせてもよい
ことは勿論である。
【００６６】
　また、本実施形態においては、撮影のための機器として、撮像装置を用いて説明したが
、撮像装置としては、デジタル一眼レフカメラでもコンパクトデジタルカメラでもよく、
ビデオカメラ、ムービーカメラのような動画用のカメラでもよく、さらに、携帯電話、ス
マートフォン、携帯情報端末、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、タブレット型コンピュ
ータ、ゲーム機器等に内蔵されるカメラでも構わない。いずれにしても、外部装置と組み
合わせて使用する撮像装置であれば、本発明を適用することができる。
【００６７】
　また、本明細書において説明した技術のうち、主にフローチャートで説明した制御に関
しては、プログラムで設定可能であることが多く、記録媒体や記録部に収められる場合も
ある。この記録媒体、記録部への記録の仕方は、製品出荷時に記録してもよく、配布され
た記録媒体を利用してもよく、インターネットを介してダウンロードしたものでもよい。
【００６８】
　また、特許請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず」
、「次に」等の順番を表現する言葉を用いて説明したとしても、特に説明していない箇所
では、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【００６９】
　本発明は、上記実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されてい
る複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形
態に示される全構成要素の幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態
にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００７０】
１００・・・撮像装置、１０１・・・レンズ、１０２・・・撮像素子、１０３・・・メモ
リ、１０４・・・第1画像処理部、１０５・・・第２画像処理部、１０６・・・第１切替
部、１０７・・・第３切替部、１０８・・・記録部、１０９・・・送信部、１１０・・・
表示部、１１１・・・操作部、１１２・・・システム制御部、２００・・・外部装置、２
０１・・・外部受信部、２０２・・・外部記録部、２０３・・・外部表示部、２０４・・
・外部操作部
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